
建築分

承継分

小　計

73,486,4460 0 0 0 0 13,6100 216 3,351,458 11,200 58,064,098 00 20 621,898 0 0 0計 269 4,508,925 1,905 6,940,067 0

0 0 0 0 11,209 58,500,4060 0 11,200 58,064,098 0 09 436,308 0 0 0 0

2,401 14,986,040

土　　地

0 00 0 0 216 3,351,458

7,085,893

269 4,508,925 1,905 6,940,067 0 0 11 185,590 0

0 1,9080 0 0 00 3 145,826 0 0 0

493 7,900,147

0 0 1,905 6,940,067 0

3,351,458 0 039,764 0 0 0 0 216

　   千円

家
 
 
屋

269 4,508,925 0 0 8

　   千円 　   千円 　   千円　   千円 　   千円 　   千円

件 数 控　除　額

　   千円 　   千円 　   千円 　   千円

件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額

合　　　計

件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数 控　除　額 件 数

  法 第73条 の14
  第8項に該当する
  もの

   法附則第11条に
   該当するもの

   法附則第11条の
5第1項に該当する
もの

   法附則第51条に
   該当するもの

   法附則第51条の
2第2項に該当する
もの

   法附則第51条の
2第3項に該当する
もの

（5） 課税標準の特例の適用状況に関する調

区　　分

法第73条の14第1項（第2項
を含み法附則第11条第10項
及び第14項に該当するもの
を除く。）に該当するもの
（1,200万円控除特例）

   法第73条の14第
   3項に該当する
   もの
(既存住宅控除特例）

  法第73条の14第
  5項に該当する
  もの
（公営住宅等控除特
例）

  法第73条の14第6
項に該当するもの
（収容控除特例）

  法第73条の14第
  7項に該当するも
  の

控　除　額

　   千円

（５）課税標準の特例の適用状況に関する調

（つづき）

（つづき）


